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第１章 計画の位置付け 

１ 計画策定の背景 

  多賀城市立図書館は、閉架式の図書館が主流だった昭和５３年当時にあって、

市民の誰もが本を自由に手に取って読むことができるように、開架式の図書館

として伝上山地区に開館しました。同時に、市内全域に図書館サービスが行き

渡るように山王分室及び大代分室並びに移動図書館を設置し、また、昭和６２

年には日曜日の開館を行い、東北初の「市民のための図書館」としての評価を

得ました。 

  しかし、年月の経過とともに、施設が手狭となり必要なサービスが提供できな

い、老朽化により利用者にとって優しい空間になっていない、立地及び地形的

な要因により交通利便性が低い等の課題が浮かび上がってきました。 

  また、ＩＣＴ（Information and Communication Technology）の急速な進展に

伴い、言葉や文字の器がデジタルへと形を変えつつある状況下において、公共

図書館の存在意義を改めて考える必要が生じていました。 

  これらのことから、平成２５年１１月に「誰もがその場に滞在したくなるよう

な心地良い居場所としてその存在意義を確立し、本との出会いや人との交流を

通じてともに学び合うことのできる場」をこれからの市立図書館のあるべき姿

として掲げた第二次多賀城市立図書館基本計画（以下「第二次基本計画」とい

う。）を策定しました。 

  そして、その実現方策として策定した多賀城市立図書館移転計画に基づき、市

立図書館は平成２８年３月に東北随一の文化交流拠点の中核施設としてＪＲ仙

石線多賀城駅前に新築移転し、併せて導入された指定管理者制度により、その

管理運営を行っています。 

  この度、令和３年３月末をもって第二次基本計画の計画期間が終了することか

ら、同計画の後継計画として第三次多賀城市立図書館基本計画（以下「第三次

基本計画」という。）を策定しました。 

  第三次基本計画では、第二次基本計画で掲げた市立図書館のあるべき姿を継承

するとともに、図書館業務の体系的な整理を行っています。今後は当計画に基

づき、市立図書館のあるべき姿の実現を目指した図書館運営を行っていきます。 
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２ 計画の位置付け 

  この計画は、第六次多賀城市総合計画及び多賀城市教育振興基本計画を上位計

画とし、多賀城市子ども読書活動推進計画その他の関連する計画と連携の上、

図書館サービスを推進していくための計画として位置付けるものです。 

３ 計画期間 

  計画期間は、第六次多賀城市総合計画等との整合を図るため、令和３年度から

令和１２年度までの１０年間とします。ただし、ＩＣＴ社会の進展その他の今

後の社会環境の変化に合わせ、必要に応じて計画の見直しを行うものとします。 
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第２章 市立図書館に関する法律等の動向 

１ 図書館の設置に関する法律 

(1) 教育基本法（平成１８年法律第１２０号） 

  第１２条第２項において、「国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公

民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報

の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならな

い。」として、社会教育の振興の方策の一つとして図書館の設置が規定され

ています。 

(2) 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号） 

  第９条第１項において、「図書館及び博物館は、社会教育のための機関と

する。」として、図書館が社会教育のための機関として位置付けられていま

す。 

(3) 図書館法（昭和２５年法律第１１８号） 

  図書館の健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与するこ

とを目的として、図書館奉仕の内容、司書等の資格、運営の状況の評価など、

図書館の設置及び運営に関して必要な事項が定められています。 

(4) 文字・活字文化振興法（平成１７年法律第９１号） 

  第７条第１項において、「市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切

に対応できるようにするため、必要な数の公立図書館を設置し、及び適切に配

置するよう努めるものとする。」として、公立図書館の設置及び配置が努力義

務として定められています。 
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２ 図書館に関わる近年の政策動向 

(1) 図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成２４年文部科学省告示第１

７２号） 

  図書館法第７条の２の規定に基づき、公立図書館の設置及び運営上の望ま

しい基準（平成１３年文部科学省告示第１３２号）を全部改正して定められ

ました。 

  改正前と比較して、管理を他者に行わせる場合の緊密な連携、危機管理に

関する措置、関係者・第三者による運営状況の評価等が新たに定められてい

ます。 

(2) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５

号） 

  行政機関は、社会的障壁の除去に関して必要かつ合理的な配慮を的確に行

うために施設の構造の改善、設備の整備等に努めることや、障害を理由とし

た不当な差別的取り扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはな

らないことなどが定められています。 

(3) 第四次子供の読書活動の推進に関する基本的な計画（平成３０年４月閣議

決定） 

  子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年法律第１５４号）第８

条第１項の規定に基づき、定められました。 

  図書館については、読み聞かせ会や講座の実施、ボランティア団体等の活

動機会の提供その他の取組を充実させていくことが求められており、また、

地域における子供の読書活動の推進において中心的な役割を果たすよう努め

ることが望まれるとされています。 

(4) 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（令和元年法律第４９

号） 

  地方公共団体は、公立図書館等について、視覚障害者等が利用しやすい書

籍等の充実など、視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備が行わ

れるよう必要な施策を講ずるものとすることが定められています。 
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第３章 市立図書館の現状 

１ 市立図書館の概要 

  ＪＲ仙石線多賀城駅前に本館を、山王地区公民館及び大代地区公民館に分室を

設置しています。本館と分室はオンラインで繋がっており、図書資料のある場

所や貸出し状況等が相互に確認できるようになっています。 

  また、移動図書館車が市内１７か所のステーションを巡回しており、利用者の

利便性の向上に努めています。 

(1) 本館 

項目 概要 

所在地 多賀城市中央二丁目４番３号 多賀城駅北ビルＡ棟 

駐車場 ３５１台（多賀城駅南立体駐車場共有） 

敷地面積 ４，０５２㎡（多賀城駅北ビルＡ棟全体） 

建築面積 ２，６５９．１３㎡（多賀城駅北ビルＡ棟全体） 

延床面積 ３，３４２．３０㎡ 

１階 １，２９２．８７㎡ 
一般開架、キッズライブラリー、移動

図書館車車庫 

２階 １，０６４．７２㎡ 
一般開架、新聞コーナー、キャットウ

ォーク書架、閉架書庫 

３階   ９８４．７１㎡ 
一般開架、学習席、ギャラリー、市民

展示スペース、キャットウォーク書架 

収蔵能力 約３５０，０００冊 

開館時間 午前９時から午後９時３０分まで 

休館日 年中無休（※指定管理者の運営による） 

(2) 山王分室（山王地区公民館内） 

項目 概要 

所在地 多賀城市南宮字毛上２８ 

面積 ４２．１５㎡ 

収蔵能力 約１０，０００冊 

開館時間 午前１１時から午後５時まで 

休館日 

・山王地区公民館の休館日（月曜日（国民の祝日に関する法律

で定める休日を除く。）、休日の翌日（土曜日及び日曜日を

除く。）、年末年始等） 

・特別整理期間 
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(3) 大代分室（大代地区公民館内） 

項目 概要 

所在地 多賀城市大代五丁目１番４６号 

面積 ３６．７２㎡ 

収蔵能力 約１０，０００冊 

開館時間 午前１１時から午後５時まで 

休館日 
・大代地区公民館の休館日 

・特別整理期間 

(4) 移動図書館 

項目 概要 

名称 さざんか号 

車種 ４トン積トラック改装車 

積載冊数 ３，０００冊 

ｽﾃｰｼｮﾝ数 １７か所（小学校６校の巡回を含む。） 

２ 市立図書館の運営体制 

  第二次基本計画に掲げた市立図書館のあるべき姿を実現するため、民間の活力

とノウハウを採り入れ、地域の課題に向き合い、顧客のニーズをいち早く読み

取り、スピード感と柔軟性のある図書館運営を行うことを目的として、ＪＲ仙

石線多賀城駅前への移転に併せて指定管理者制度を導入しました。平成２８年

３月２１日から令和２年３月末までを第１期とし、同年４月１日から第２期の

運営を行っています。 
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３ 図書館サービスの状況（第二次基本計画期間） 

※ 平成３１年度については、令和元年台風第１９号の大雨による被害により

令和元年１０月１３日からキッズライブラリーを閉鎖し、及び新型コロナウ

イルス感染症対策として令和２年３月２日から臨時休館を実施しました。 

(1) 実利用人数（図書資料の貸出を受けた人の実数） 

  平成３１年度の実利用人数は、全体で20,980人となっています。そのうち

市民は9,002人で、市民の実利用率（図書資料の貸出を受けた人の割合）は

14.5％です。 

  市民の実利用人数は、移転前と比較して増加していますが、平成２８年度

の11,960人をピークに減少傾向にあります。 

  ただし、令和２年１１月に１８歳以上の市民を対象に実施した市民アンケ

ートにおいて、市立図書館の利用率は42.5％となっています。これは上記の

実利用率（14.5％）を大きく超えるものですので、図書資料の貸出を受けず

に滞在型として市立図書館を利用する市民が多くいることが考えられます。 

〔実利用人数〕 

〔市民の実利用率〕 

H26 H27 H28 H29 H30 H31

市民以外 1,089 3,216 17,775 14,434 13,926 11,978

市民 6,258 7,493 11,960 10,701 10,208 9,002

合計 7,347 10,709 29,735 25,135 24,134 20,980
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(2) 貸出冊数 

  平成３１年度の貸出冊数は、全体で648,175冊となっています。そのうち市

民の貸出冊数は295,401冊で、市民１人当たりの貸出冊数は4.7冊です。 

  市民の貸出冊数は、移転前と比較して増加していますが、平成２８年度の

438,152冊をピークに減少傾向にあります。 

〔貸出冊数〕 

〔市民１人当たりの貸出冊数〕 

H26 H27 H28 H29 H30 H31

市民以外 59,038 54,404 438,206 424,666 415,971 352,774

市民 265,272 224,255 438,152 356,357 340,371 295,401

合計 324,310 278,659 876,358 781,023 756,342 648,175
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(3) 蔵書（雑誌及び視聴覚資料を除く。） 

ア 蔵書数 

  平成３１年度末時点の蔵書数は、本館、分室及び移動図書館を合わせて

269,903冊となっています。移転後、年間約6,900冊の割合で増加していま

す。 

  なお、収蔵可能冊数は約373,000冊ですので、収蔵率は約72.4％です。 

〔蔵書数〕 

イ 人口１人当たりの蔵書数 

  平成３１年度の人口１人当たりの蔵書数は、4.35冊となっています。 

  移転後、全国平均及び宮城県平均を大きく超えている状況にあります。 

〔人口１人当たりの蔵書数〕 

H26 H27 H28 H29 H30 H31

基本図書 18,559 19,183 19,889 20,408 20,975 21,438

一般書 115,909 148,897 155,568 159,770 165,144 170,237

児童書 69,447 74,421 75,795 75,897 77,413 78,228

203,915

242,501 251,252 256,075 263,532 269,903
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200,000冊

300,000冊

H26 H27 H28 H29 H30 H31
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(4) 障害者・高齢者サービス 

  障害者・高齢者向けのサービスとして、点字本及び大活字本1を所蔵してい

るほか、車椅子、拡大読書機2及びリーディングトラッカー3を用意しています。 

〔点字本及び大活字本の冊数〕 

(5) 貸出予約及び購入リクエスト 

  図書資料の貸出予約及び購入リクエストの件数は、平成２８年度以降、４

万件程度を推移しています。 

  なお、移転に伴い導入したインターネット予約システムによる申込の割合

が増加傾向にあり、平成２８年度は56.5％でしたが、平成３１年度は65.3％

を占めています。 

〔貸出予約及び購入リクエストの件数〕 

1 弱視者用に大きな活字で印刷された図書 
2 低視力や弱視など、見えづらい方の読み書きを支援する装置のこと。 
3

視覚障害がある方への読書補助具のこと。読書に集中したい場合にも利用できる。読みたい行に

リーディングトラッカーを合わせると、その行に集中して読書することができる。

H26 H27 H28 H29 H30 H31

点字本 535 535 537 538 543 543

大活字本 834 851 846 846 848 847

合計 1,369 1,386 1,383 1,384 1,391 1,390

1,369 1,386 1,383 1,384 1,391 1,390 

0冊

500冊

1,000冊

1,500冊

H26 H27 H28 H29 H30 H31

インターネット 0 638 23,522 21,960 23,866 24,393

窓口、移動図書館 13,593 12,400 18,101 15,376 15,271 12,975

合計 13,593 13,038 41,623 37,336 39,137 37,368
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(6) 図書館行事 

  イベント、講座等の図書館行事は、東北随一の文化交流拠点の中核施設と

して、次の３つの視点で実施することを基本としています。 

① 子どもたちが本に親しみを持ち、ふれあうことができ、読書環境の充

実につながるもの 

② 一般成人の教養向上、生涯学習につながるもの 

③ 地域課題や現代的課題の解決を目的としたもの 

  平成３１年度の開催回数は199回で、参加人数は15,392人となっています。

移転後、行事開催回数及び参加人数は、毎年度増加しています。 

〔図書館行事の開催回数〕 

〔図書館行事の参加者数〕 

H26 H27 H28 H29 H30 H31

一般向け 2 2 86 110 149 160

子ども向け 4 13 30 66 29 39

合計 6 15 116 176 178 199
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(7) 子どもの読書活動の推進 

  子どもの読書活動推進の取組として、上記(6)に記載の子ども向け行事のほ

か、おはなし会の開催、学校図書館への学校司書の派遣、発達段階に応じた

推奨本リストの配布等を行っています。 

ア おはなし会 

  読み聞かせボランティア団体の協力を得ながら、本館、分室、各小学校

等において年160回ほどのおはなし会を開催しており、4,000人ほどの参加

者があります。 

〔おはなし会の開催状況〕 

イ 学校図書館の支援 

  平成１９年度から段階的に開始した小学校への学校司書の派遣を継続し、

平成２８年度からは全中学校に学校司書を派遣しています。図書館システ

ムの導入等の効果もあり、平成３１年度の学校図書館の１人当たりの年間

貸出冊数は、平成２６年度と比較して約２倍に増加しています。 

〔学校図書館の１人当たり年間貸出冊数〕 

H26 H27 H28 H29 H30 H31

参加者数 1,247 1,894 4,177 4,239 4,204 3,039

開催回数 124 68 156 161 163 144

0人

1,000人

2,000人

3,000人

4,000人

0回

50回

100回

150回

200回

H26 H27 H28 H29 H30 H31

小学校 33.4 43.0 56.1 61.8 62.8 66.3

中学校 4.0 3.6 4.8 9.6 9.3 9.3

0冊

15冊

30冊

45冊

60冊
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(8) 広報活動 

  広報活動は、紙媒体、インターネット、館内デジタルサイネージ4の３種類

で実施しています。 

  紙媒体については、「図書館だより」を毎月発行し、また、乳幼児の保護

者向けの「うさちゃんだより」及びヤングアダルト向けの「三角屋根」を年

４回発行しています。 

  インターネットについては、年間約200万ＰＶ（ページビュー）があるホー

ムページを運営しているほか、Facebookを活用して情報発信を行っています。 

  デジタルサイネージについては、市立図書館のイベント等を周知するとと

もに、埋蔵文化財調査センターのイベントその他の本市の取組をＰＲするこ

とにも使用しています。 

〔ホームページのＰＶ数〕 

4
ディスプレイの電子的な表示機器を使って、情報を発信するメディアのこと。

H27 H28 H29 H30 H31

ＰＶ数 201,148 2,775,376 1,945,673 1,999,016 1,995,064

0 件

1,000,000 件

2,000,000 件

3,000,000 件
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４ 市立図書館利用者アンケート結果（第二次基本計画期間） 

  本館で実施している利用者アンケートについて、市民の回答結果の概況を整理

します（有効回答数は、各年度200件程度）。 

(1) 利用頻度 

  「市立図書館をどれくらいの頻度で利用していますか。」という設問につ

いて、「ほぼ毎日」、「週に１～２回」又は「２～３週間に１回」と答えた

利用者の割合が80％程度を占めています。 

(2) 満足度 

  「現在の市立図書館について、どうお感じですか。」という設問について、

「大いに満足」又は「満足」と答えた利用者の割合は、80％前後を推移して

います。 

H28.9 H29.3 H29.9 H30.3 H30.9 H31.3 R1.9 R2.9

無回答 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.5

今回が初めての来館 2.0 2.2 1.0 2.3 0.9 1.4 0.5 2.0

年に数回程度 1.0 0.0 1.6 1.1 2.2 2.4 7.0 4.4

2～3か月に1回程度 2.6 3.3 3.1 3.4 3.1 4.7 4.5 5.9

月に1回程度 8.7 7.6 9.4 17.2 12.8 10.4 9.0 9.9

2～3週間に1回 22.4 23.9 22.9 23.6 21.2 19.0 24.5 25.6

週に1～2回 46.9 47.8 49.0 39.7 40.7 49.8 37.0 38.4

ほぼ毎日 16.3 15.2 13.0 12.6 17.7 12.3 17.5 13.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H28.9 H29.3 H29.9 H30.3 H30.9 H31.3 R1.9 R2.9

無回答 8.2 8.7 6.3 5.7 7.1 9.5 10.0 5.4

大いに不満 0.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0

不満 1.0 1.1 0.5 2.9 2.2 0.9 2.5 1.0

どちらともいえない 8.7 9.8 12.5 11.5 9.3 10.4 10.5 11.8

満足 53.6 52.2 50.0 54.6 54.4 53.1 50.0 53.2

大いに満足 28.1 27.2 30.7 25.3 27.0 26.1 26.5 27.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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(3) 推奨度 

  「市立図書館を家族や友人・知人にお薦めしたいと思いますか。」という

設問について、「非常にそう思う」又は「そう思う」と答えた利用者の割合

は、85％前後を推移しています。 

(4) 影響度 

  令和２年９月のアンケートで新設した「市立図書館の利用を通して、あな

た自身や家族に変化はありましたか。」という設問について、「本を読むこ

とが多くなった」が58.1％、「学ぶ時間や機会が増えた」が38.4％、「色々

なことに興味を持つようになった」が32.5％、という結果になっています。

市立図書館の利用を通して、市民の意識や行動に変化が生じていることが分

かります。 

H28.9 H29.3 H29.9 H30.3 H30.9 H31.3 R1.9 R2.9

無回答 8.7 5.4 10.4 6.9 9.3 9.0 9.5 7.9

全く思わない 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

そう思わない 0.0 2.2 1.0 0.0 0.4 0.9 0.5 0.5

どちらともいえない 6.1 2.2 7.8 8.0 4.0 5.7 5.5 5.9

そう思う 44.9 40.2 41.7 44.8 49.1 39.3 48.5 48.3

非常にそう思う 39.8 50.0 39.1 40.2 37.2 45.0 36.0 37.4

0%
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40%

60%
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58.1%
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32.5%

14.3%

8.4%

2.5%

0.0%
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12.8%
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0% 20% 40% 60%

本を読むことが多くなった

学ぶ時間や機会が増えた

色々なことに興味を持つようになった

新しい趣味が増えた

学んだことなどを人に教えるようになった

新しい活動を始めた、参加するようになった

新しい事業を始めた

その他

特に変化はない、わからない

無回答



16 

第４章 市立図書館の運営について 

１ 基本理念 

  これからの市立図書館のあるべき姿、そして、その目指す姿について、第二次

基本計画において次のように掲げました。 

 これからの多賀城市立図書館は、誰もがその場に滞在したくなるような心

地良い居場所としてその存在意義を確立し、本との出会いや人との交流を通

じてともに学び合うことのできる場であるべきです。 

 多賀城市立図書館が、誰もが行きたくなる場であり、大きく変化する地域

社会に向き合い行動する人材を育む「知の広場」となることを願い、次のよ

うな場の創出を目指します。 

(1) 地域の文化を育む場 

  市民は、この地に古より刻まれた記憶を知っている。 

  古代東北の政の中心としての誇りを。 

  幾度か襲来した災害の爪痕を。 

  先人の残した足跡を紐解き、子どもたちへ語り継いでいくことが、自分

たちの誇りを支え、明日の市民の礎となっていくことを知っている。 

  図書館は、社会活動に活気を与え、地域のソーシャル・キャピタル5を豊

かにする。 

  そのチカラを生み出すのは、未来へ繋ぐ歴史資産である「本」 

  図書館は、本を通じて、郷土の価値への矜持と地域文化を育む場とな

る。 

(2) 交流と出会いを生み出す場 

  図書館は市民のために存在する。 

  図書館に集まる人々の共通点はナニか、と言うことを市民は知ってい

る。 

  世代、職業、性別、国籍を問わず、会話をし、ゆるやかに交流し、共生

することが、自分たちの生活の質を向上させ、そのまちの暮らしやすさに

繋がることも知っている。 

  その中心にあるのは、文化と知の象徴である「本」 

  図書館は、本を通じて、交流と出会いを生み出す「屋根のある広場」と

5
 人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることのできる、「信頼」、

「規範」、「ネットワーク」といった社会組織の特徴のこと。 
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なる。 

(3) 全ての市民に開かれた場 

  図書館は、開かれた場である。 

  まちの中央には、人々が集い、重要なまちのルールを話し合い、共有す

る場があった。 

  市民は、貴重な自分のための時間をここで過ごしたいと思っている。 

  得難い「日常」の中にある自分の大切な場所。 

  そこでは、誰もが尊重され、誰もが自分らしく過ごすことができる。 

  市民は、互いに場にふさわしい節度と良知を発揮し、信頼に満ちた場に

貢献する。 

  その中心にあるのは、多様性の象徴である「本」 

  その中心にあるのは、生きる力を生み出す知を集積した「本」 

  市民は、互いに場にふさわしい節度と良知を発揮し、あたたかな場に貢

献する。 

(4) 発見へのアプローチとなる場 

  図書館には、市民の想像を超える広く、深い知の財産が蓄えられてい

る。 

  先人が累々と積み上げてきた知の集積に出逢ったとき、市民は、圧倒的

な存在感の先に、知への畏敬と探究心の高まりを感じる。 

  知との初めての出逢いが、知的好奇心をもたらす躍動的な経験でプロッ

トされ彩られるものであってほしい。 

  感動を生み出すのは深い叡知が蓄えられた「本」 

  図書館は、本を通じて、新たな自分に出逢う旅、発見へのアプローチの

場となる。 

(5) 市民の誇りとなる場 

  図書館は、いささかの緊張感をもって、静寂な、資料を保存・閲覧する

ための規律的な建物を想起するだろう。 

  しかし、市民は、図書館が今や建物の名称を越えた「知の広場」であ

り、文化のチカラで地域の課題に向き合う場だと知っている。 

  さまざまな創造や活動が芽吹き、それがまちの中に広がっていく。 

  さまざまな可能性を秘めた図書館は、私たち一人ひとりの大切な場所と

なり、誇れる場となる。 

  これらは、東北随一の文化交流拠点の中核施設としてＪＲ仙石線多賀城駅前に

移転した市立図書館の基本理念を表すものであり、第二次基本計画が終了した

ことによって変わるものではありません。 

  当計画では、この基本理念を継承し、その実現に向けた図書館運営を行ってい

きます。 
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２ 基本的運営方針 

  市立図書館の基本理念を実現するため、以下の４つの基本的運営方針に基づき、

図書館運営に取り組んでいきます。 

(1) 市民の生涯学習を育む図書館 

  生涯学習施設として市民の主体的な学びを支援するとともに、市民一人ひ

とりが利用しやすい全ての市民に開かれた図書館を目指します。 

ア 蔵書の充実 

イ 快適な利用環境の創出 

ウ より利用しやすい図書館サービスの提供 

エ 多様な利用者に向けたきめ細かいサービスの提供 

(2) 子どもの読書文化を育む図書館 

  子どもにとって、読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造

力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くこ

とのできないものであることに鑑み、子どもが本に親しめる環境を整え、子

どもの読書文化を育みます。 

ア 読書文化の普及啓発 

イ 読書機会の充実 

ウ 読書環境の充実 

エ 関係機関との連携協力 

オ 学校図書館支援の充実 

(3) 地域の文化を育む図書館 

  東北随一の文化交流拠点の中核施設として、交流と出会いを生み出す場を、

また、市民の知的探求心・好奇心を満たし新たな発見を促す機会を提供しま

す。 

ア 近隣施設との連携、市民交流の拡大 

イ 市の歴史・文化の継承及び活用 

ウ 課題解決支援の充実 

(4) 時代の変化に対応し、成長し続ける図書館 

  多様化する市民ニーズ等に対応していくとともに、質の高い図書館サービ

スを効果的・効率的に提供します。 

ア 積極的な広報・ＰＲ 

イ ボランティア団体等との連携 

ウ 多様化する市民のニーズ等への対応 

エ 効果的・効率的な運営 
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３ 基本的運営方針に基づく取組 

(1) 市民の生涯学習を育む図書館 

ア 蔵書の充実 

  調査研究の援助及びレファレンスサービス6の機能を十分果たしていくた

め広い分野の資料について、また、市民が通常利用する資料について、網

羅的に収集します。郷土資料については、埋蔵文化財調査センター等の協

力を得ながら、市の特性に合わせた収集を行います。 

・市民の学びを支援する資料の収集、蔵書構成 

・分室及び移動図書館の利用者層の特色を考慮した収集 

・市及び宮城県に関する郷土資料、市発行資料、東日本大震災関連資料の

収集 

・高齢者や障害者向けの大活字本、点字本等の収集 

イ 快適な利用環境の創出 

  安全・安心に利用できるよう施設の維持管理に努めるとともに、誰もが

快適に利用できる環境の創出に取り組みます。 

  また、滞在型の図書館として、居心地の良い雰囲気と空間の創出に取り

組みます。 

・快適で居心地のよい読書空間の創出 

・集中できる読書・学習環境の創出 

・飲食可能スペースの設置 

ウ より利用しやすい図書館サービスの提供 

  分室及び移動図書館を運営するとともに、市内各所への返却ボックスを

設置するなど、市民が利用しやすい図書館を目指します。 

・分室及び移動図書館の運営 

・市内各所への返却ボックスの設置、宅配返却サービスの実施 

・来館困難者等の利用機会の確保 

・高齢者や障害者等へのサービスの実施 

エ 多様な利用者に向けたきめ細かいサービスの提供 

  利用者のニーズや社会的状況等を考慮し、きめ細かいサービスの提供に

努めます。 

・読書通帳の発行 

・フリーWi-Fiの設置、タブレット端末の貸出し 

・図書資料検索機、セルフ貸出機の設置 

・ホームページでの予約、貸出期間延長等の受付 

・国会図書館等のオンラインサービスの活用 

6 図書館員が利用者からの問合せを受けて、調査研究のために必要な資料の紹介や、資料

を探すための手伝いをするサービスのこと。
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(2) 子どもの読書文化を育む図書館 

ア 読書文化の普及啓発 

  あらゆる機会を捉え、読書の楽しさや子どもの読書活動の重要性を普及

啓発します。 

・広報誌等での年齢層に合わせた推奨本の紹介 

・発達段階に応じた推奨本リストの配布 

・健康診断等の場を活用した読み聞かせ 

イ 読書機会の充実 

  子どもの成長過程に応じた読書機会を創出するとともに、市立図書館の

利用促進を図ります。 

・おはなし会、子ども向けイベントの実施 

・子ども向け展示コーナーの充実 

・中学生以下の市民への読書通帳の無償配布 

・図書館見学や職場体験の受入れ 

ウ 読書環境の充実 

  子どもが自主的に読書活動ができるよう環境の整備に努めます。 

・児童書及びヤングアダルト図書の充実 

・子ども用学習スペースの設置 

・移動図書館の小学校及び登録団体（保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、

児童館等）の巡回 

・読むことが困難な子どもへのサービスの充実 

エ 関係機関との連携協力 

  家庭、地域、民間団体等と連携し、子どもの読書活動の推進に努めます。 

・読み聞かせボランティア団体等との連携、運営支援 

・学校教育関係、子育て関係その他の庁内関係部署との連携 

オ 学校図書館支援の充実 

  学校図書館への学校司書の派遣及び図書館システムによる連携を行い、

学校図書館支援の充実を図ります。 

・学校図書館への学校司書の派遣 

・市立図書館と学校図書館の図書館システムによる連携 

・授業支援の充実 

・市立図書館の蔵書の学校図書館への展示 



21 

(3) 地域の文化を育む図書館 

ア 近隣施設等との連携、市民交流の拡大 

  文化センター、東北歴史博物館など、他の公共施設等と連携し、多様な

学びの機会を提供します。 

  また、市民展示スペースを活用し、市民の生涯学習の成果発表の場を設

けるとともに交流を促します。 

・教養向上、生涯学習につながるイベントの実施 

・近隣施設等との連携イベントの実施 

・近隣施設等との定期的な連絡会の開催 

・市民展示スペースの活用 

・多賀城駅北ビルＡ棟内の民業施設との連携 

イ 市の歴史・文化の継承及び活用 

  市の歴史・文化遺産を生かしたイベントを実施し、シビックプライド7や

市への愛着の形成に努めます。 

  また、東日本大震災の経験・教訓を後世につないでいくための取組を行

います。 

・市の歴史・文化遺産を活用したイベントの実施 

・東日本大震災に係る資料の活用 

・東日本大震災に係るイベントの実施 

ウ 課題解決支援の充実 

  レファレンスサービスの充実や地域課題に係るイベントを実施するなど、

課題解決支援の充実を図ります。 

・レファレンスサービスの充実 

・地域課題や現代的課題に係るイベントの実施 

7
まちへの「誇り」や「愛着」、「共感」をもち、「主体性を持って、まちのために関わっていこ

うとする想い」のこと。
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(4) 時代の変化に対応し、成長し続ける図書館 

ア 広報・ＰＲ 

  広報誌の発行、ホームページの運営、ＳＮＳの活用など、様々な媒体を

活用して利用促進を図ります。 

・「図書館だより」などの広報誌の発行 

・市広報誌へのイベント情報等の掲載 

・ホームページの運営及びＳＮＳの活用 

・デジタルサイネージ等での館内告知 

・取材、視察の受入れ 

イ ボランティア団体等との連携 

  図書館運営を充実させるため、ボランティア団体等との連携を進めます。 

・ボランティア団体によるおはなし会等の開催 

・ボランティア団体との定期的な連絡会の開催 

・ボランティア団体の活動支援 

・ボランティア養成講座及びスキルアップ研修の実施 

ウ 多様化する市民ニーズ等への対応 

  多様化する市民ニーズ等に対応するため、利用者アンケート等を実施し、

図書館運営の改善・向上につなげます。 

・利用者アンケートの実施 

・さざんか提言箱の設置 

・利用者アンケートの結果等に基づく改善・向上 

エ 効果的・効率的な運営 

  指定管理者の強みを生かした各種取組を推進するとともに、司書その他

の人材育成に努め、図書館サービスの維持・向上を図ります。 

・指定管理者が持つノウハウやネットワークの活用 

・職員研修等による人材の育成 

・運営状況の定期的なモニタリングの実施 
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第５章 計画の進行管理 

１ 成果指標 

  市立図書館の運営状況を把握・管理していくために指標を設定します。 

 指標名 
単

位 

現状値 目標 主に対応す

る基本的運

営方針  

H31 

2019 

R12 

2032 

1 市民の実利用率 ※１ ％ 14.5 ↑ 1.2.3.4 

2 市民の図書貸出冊数 冊 295,401 ↑ 1.2.3.4 

3 
市民アンケートにおける市民の図

書館利用率 ※２ 
％ 42.5 ↑ 1.2.3.4 

4 
利用者アンケートにおける市民利

用者満足度 ※３ 
％ 80.8 → 1.2.3.4 

5 
利用者アンケートにおける市民利

用者変化状況 ※３ 
％ 77.8 ↑ 1.2.3.4 

6 
小学生の学校図書館の１人当たり

貸出冊数 
冊 66.3 ↑ 2 

7 
中学生の学校図書館の１人当たり

貸出冊数 
冊 9.3 ↑ 2 

8 子ども向け図書館行事の開催回数 件 39 ↑ 2 

9 子ども向け図書館行事の参加者数 人 1,482 ↑ 2 

10 イベント件数 件 199 → 2.3 

11 イベント参加者数 人 15,392 → 2.3.4 

12 近隣施設等との連携回数 ※４ 回 11 ↑ 1.3 

13 ホームページのＰＶ数 件 1,995,064 ↑ 1.2.3.4 

※１ 図書資料の貸出を受けた人の割合 

※２ 市民アンケートの現状値は、令和２年１１月実施のもの 

※３ 利用者アンケートの現状値は、令和２年９月実施のもの 

※４ 近隣施設等とは、近隣の施設等（市民会館、公民館、埋蔵文化財調査セ

ンター、市民活動サポートセンター、東北歴史博物館、宮城県美術館等）

を指す。 

２ 進行管理 

  図書館の運営については、図書館法第７条の３に「図書館は、当該図書館の運

営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善

を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定されてい

ます。 

  また、本市は、行政評価（「行政の活動を数値により客観的に評価し、その評

価結果を行政活動に反映させる仕組み」）の考え方を導入しています。数値に

よって、計画の進行管理と成果状況の評価を行い、その評価結果に基づいて改
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善につなげるという、行財政経営における「ＰＤＳ（企画立案－実施－評価）

マネジメントサイクル」を実施します。 

具体的には、第三次計画立案、毎年度ごとの事業計画立案（Ｐ）、計画に基

づき業務を実施（Ｄ）、多賀城市立図書館運営審議会において運営の状況につ

いて評価（Ｓ）を行い、当計画の進行管理を行っていきます。 

  また、毎年作成している図書館要覧において、図書館の運営状況を公表します。 



読書三到／中国・宋代の儒学者朱熹（朱子）の読書訓 

書を読んで真意を悟るには三つの秘訣がある。 

    第一は口到で、口でよく読むこと。 

    第二は眼到で、目でよく見ること。 

    第三は心到で、心で読むこと。 

    すなわち、精神を統一して書物に集中し 

    この三つを守って熟読することである。 

（故事ことわざ辞典より） 
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